
⑥調査の要否報告

（通報受理後 30日以内）

通報者（研究者等）

・匿名は不可

〔通報者の保護〕

・不利益取扱いの禁止

【 受付窓口】

情報・研究支援課

（責任者：情報研究支援課

学 長

【調査委員会】

○統括管理責任者（副学長）

○コンプライアンス推進責任者

○通報を受けた研究費に関わる教授

○学長が指名する教授

○事務局長

○総務課長

○情報・研究支援課長

○経理課長

○外部調査員

〔認定事項〕

・不正の有無及び不正の内容、関与

した者及びその関与の程度、不正

不正使用を行ったとさ

れる研究者等

配分機関

（文部科学省、厚生労働省等）

①通報

⑥調査開始

の通知

②事実確認

⑤受理・不受理の通知

③報告 ④受理・不受理の決定

⑥指示 ⑦報告 ⑨調査結果等報告

（通報受理後 210日以内）

⑧是正措置、改善措置

⑨改善措置実施

の通知

公的研究費の不正に係る調査要領フロー図


